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究
会

（
19
） 

な
お
、
同
論
考
中
で
、
高
木
は
常
光
の
批
判
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
と
注
記
し
て
い
る
。

 
　
高
木
史
人
「
怪
談
の
階
段
」
一
柳
廣
孝
編
『「
学
校
の
怪
談
」
は
さ

さ
や
く
』（
前
掲
、
註
16
）

（
20
） 

具
体
的
な
考
察
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
板
橋
作
美
も
、
前
掲
著
（
註

14
）
で
「
ふ
つ
う
俗
信
の
一
分
野
に
入
れ
ら
れ
る
妖
怪
」
と
述
べ
、
最

近
の
具
体
例
と
し
て
、「
口
裂
け
女
や
ト
イ
レ
の
妖
怪
」「
〇
〇
小
学
校

の
七
不
思
議
」
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
井
之
口
の
前
掲
著
（
註
14
）

で
も
、
二
章
を
「
妖
怪
」
に
割
い
て
い
る
。

 

　
柳
田
國
男
「
妖
怪
名
彙
」『
妖
怪
談
義
』
一
九
五
七　
修
道
社

（
21
）
私
自
身
は
、
心
理
学
的
研
究
は
結
論
あ
り
き
の
当
て
は
め
に
思
え
る
の

で
あ
ま
り
採
ら
な
い
が
、
世
相
を
反
映
し
た
解
釈
と
し
て
は
面
白
い
と

思
う
。
こ
こ
で
は
一
例
と
し
て
、
秋
山
の
左
記
論
考
を
挙
げ
る
。
秋
山

は
「
口
裂
け
女
」
の
口
を
「
歯
の
あ
る
子
宮
」
と
捉
え
、「
母
親
の
や

さ
し
さ
と
残
酷
さ
」
の
象
徴
だ
と
し
て
論
を
展
開
し
て
い
る
。

 

　

秋
山
さ
と
子
「
噂
話
の
深
層
心
理
」『
月
刊
言
語
』
二
一
六
号 

一
九
八
八　
大
修
館
書
店

（
22
） 「
口
裂
け
女
」
の
噂
に
よ
る
集
団
下
校
を
行
な
っ
た
自
治
体
は
い
く
つ

か
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
、
北
海
道
釧
路
市
だ
っ
た
。
野
村
が

「「
口
裂
け
女
」
そ
の
他
」
で
挙
げ
た
【
事
例
五
】
は
釧
路
市
の
例
で

（
本
文
参
照
）、
こ
の
と
き
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
23
） 

水
木
し
げ
る
が
自
身
の
考
え
る
「
妖
怪
」
概
念
を
大
成
さ
せ
た
『
妖
怪
な

ん
で
も
入
門
』（
小
学
館
）
を
刊
行
し
た
の
が
一
九
七
四
年
。
一
九
七
九

年
末
の
子
ど
も
た
ち
は
、
水
木
が
思
い
描
い
た
前
近
代
的
装
い
を
ま
と
っ

た
モ
ノ
を
「
妖
怪
」
と
し
て
見
て
お
り
、
都
市
に
現
れ
る
ス
タ
イ
リ
ッ

シ
ュ
な
「
口
裂
け
女
」
を
「
妖
怪
」
と
把
握
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ

う
。
な
お
、
同
書
に
つ
い
て
は
、
清
水
潤
に
論
考
が
あ
る
。

 

　
清
水
潤
「
一
九
七
〇
年
代
の
「
妖
怪
革
命
」
│
│
水
木
し
げ
る
『
妖

怪
な
ん
で
も
入
門
』」
清
水
潤
著　
怪
異
怪
談
研
究
会
編
『
鏡
花
と
妖

怪
』
二
〇
一
八　
青
弓
社

（
24
） 

京
極
夏
彦
・
多
田
克
己
・
村
上
健
司
『
妖
怪
馬
鹿
』
二
〇
〇
一　
新
潮
社

（
25
） 

こ
れ
ら
の
「
怪
人
」
た
ち
が
「
妖
怪
」
と
し
て
認
識
さ
れ
た
の
は
、
柳

田
國
男
が
『
妖
怪
談
義
』（
前
掲
、
注
20
）
で
取
り
上
げ
て
以
降
の
こ
と

だ
と
思
わ
れ
る
。
同
書
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
「
妖
怪
」
の
定
義
へ
の

批
判
は
多
い
が
、
そ
の
フ
レ
ー
ム
（
何
を
も
っ
て
「
妖
怪
」
と
見
な
す

か
）
に
つ
い
て
は
、
現
在
で
も
無
自
覚
に
継
承
さ
れ
て
い
る
点
が
多
い
。

（
26
） 

左
記
著
作
で
述
べ
た
が
、
幻
獣
伝
承
の
一
部
は
、
近
現
代
に
な
っ
て
未

確
認
動
物
伝
承
へ
と
変
貌
し
た
。
一
方
、
動
物
と
妖
怪
と
の
関
連
に
つ

い
て
は
、
香
川
雅
信
に
論
考
が
あ
る
。

 

　
伊
藤
龍
平『
江
戸
幻
獣
博
物
誌　
妖
怪
と
未
確
認
動
物
の
は
ざ
ま
で
』

二
〇
一
〇　
青
弓
社

 

　
香
川
雅
信
「
妖
怪
と
し
て
の
動
物
」
山
中
由
里
子
、
山
田
仁
史 

編

『
こ
の
世
の
キ
ワ
│
│
〈
自
然
〉
の
内
と
外
』
二
〇
一
九　
勉
誠
出
版

（
27
） 「
妖
怪
」
が
想
像
上
の
存
在
と
し
て
話
さ
れ
が
ち
な
の
に
対
し
て
、「
怪

人
」
は
も
っ
と
リ
ア
ル
な
存
在
と
し
て
話
さ
れ
る
。
私
が
、「
怪
人
」

伝
承
関
連
の
先
行
研
究
と
見
な
し
て
い
る
の
は
、
左
記
論
考
で
あ
る
。

 
　
長
野
晃
子
「
Ｈ
君
と
ヤ
マ
ン
バ
│
│
現
代
・
都
会
っ
子
の
ヤ
マ
ン
バ

│
│
」『
世
間
話
研
究
』
一
一
号　
二
〇
〇
一　
世
間
話
研
究
会

 
（
い
と
う
・
り
ょ
う
へ
い
／
台
湾
・
南
台
科
技
大
学
助
理
教
授
）

◆ キーワード　説経／漂泊芸能／本地語り／物語構造／語問い

は
じ
め
に

説
経
は
中
世
末
か
ら
近

世
初
期
に
か
け
て
隆
盛
し

た
語
り
物
芸
能
で
あ
る
。

演
じ
る
様
子
は
近
世
の
都

市
図
や
祭
礼
図
の
片
隅
に

見
ら
れ）

1
（

、
寺
社
の
境
内
や

往
来
で
大
傘
を
立
て
、
筵

の
上
で
簓
を
摺
り
な
が
ら

語
る
説
経
説
き
）
2
（

が
描
か
れ

て
い
る
【
図
】。
周
り
に

は
老
若
男
女
が
集
い
、
な

か
に
は
俯
き
目
頭
を
押
さ

え
る
者
も
い
る
。

説
経
の
語こ

と

問と

う
力

　

 

―
本
地
語
り
の
意
味
と
そ
の
消
滅
に
つ
い
て
―

内 

藤　
久 
義

天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
頃
に
来
日
し
た
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
イ
エ
ズ
ス

会
宣
教
師
ロ
ド
リ
ゲ
ス
に
よ
る
『
日
本
大
文
典
』（
慶
長
九
年
〔
一
六
〇
四
〕

―
十
三
年
〔
〇
八
〕）
に
は
、「Sasara xecquio

（
さ
さ
ら
説
経
）。
喜
捨

を
乞
ふ
た
め
に
、
感
動
さ
せ
る
事
を
う
た
ふ
も
の
の
一
種
）
3
（

」
と
記
さ
れ
、

人
々
の
涙
を
誘
う
物
語
が
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
同
書

の
第
三
巻
数
詞
の
項
目
に
、「X

ichicojiqui

（
七
乞
食
）。
日
本
人
が
物
貰

ひ
と
言
っ
て
ゐ
る
も
の
、
又
は
、
日
本
で
最
も
下
賤
な
者
共
と
し
て
軽
蔑

さ
れ
て
ゐ
る
も
の
の
七
種
類
）
4
（

」
に
説
経
は
加
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
の
『
諸
国
遊
里
好
色
由
来
揃
』「
説
経
之

出
所
」
に
も
「
伊
勢
乞
食
さ
ゝ
ら
す
り
て
、
い
ひ
さ
ま
よ
ひ
し
を）

5
（

」
と
述

べ
ら
れ
て
お
り
、
当
時
の
人
々
に
説
経
と
は
漂
泊
芸
能
者
に
よ
る
最
下
級

の
芸
能
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
初
期
に
大

坂
与
七
郎
と
い
う
説
経
説
き
が
登
場
し
、
漂
泊
芸
能
で
あ
っ
た
説
経
を
人

形
操
り
と
結
び
つ
け
た
こ
と
に
よ
り
人
気
の
芸
能
と
な
り）

6
（

、
そ
れ
ま
で
往

来
や
門
付
け
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
説
経
が
劇
場
（
座
）
で
興
行
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。

説経が演じられる様子　「歌舞伎図巻」部分　徳川美術館蔵
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劇
場
興
行
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
説
経
正
本
が
登
場
し
た
。
正
本
の
嚆
矢
は

寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
に
板
行
さ
れ
た
『
せ
つ
き
や
う
か
る
か
や
』（
太

夫
名
記
載
な
し
・
し
や
う
る
り
や
喜
衛
門
板
）
で
あ
る
。
そ
の
後
、
寛
永

十
六
年
（
一
六
三
九
）『
さ
ん
せ
う
太
夫
』（
天
下
一
説
経
与
七
郎
・
さ
う

し
や
長
兵
衛
板
カ
）、
正
保
五
年
（
一
六
四
八
）『
せ
つ
き
や
う
し
ん
と
く

丸
』（
天
下
無
双
佐
渡
七
太
夫
・
九
兵
衛
板
）、
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）

『
せ
つ
き
や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
』（
天
下
一
説
経
佐
渡
七
太
夫
・
さ
う
し
や

九
兵
衛
板
）
と
続
く
。

前
記
の
江
戸
初
期
の
説
経
正
本
な
ど
、初
期
説
経
の
物
語
冒
頭
に
は
「
本

地
語
り
」
と
呼
ば
れ
る
詞
章
が
付
随
し
て
い
る
。
初
期
説
経
の
特
徴
と
は
、

例
え
ば
『
せ
つ
き
や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
』
の
「
越
後
の
国
、
直
井
の
浦
に

お
着
き
あ
る
」
や
『
せ
つ
き
や
う
か
る
か
や
』
の
「
万
死
を
か
け
て
お
伏

し
あ
る
」
な
ど
、
尊
敬
の
意
を
あ
ら
わ
す
「
お
」
に
、
さ
ら
に
敬
意
を
含

ん
だ
「
あ
る
」
が
付
随
す
る
過
剰
な
敬
語
表
現
、
ま
た
多
数
の
地
名
や
寺

社
名
を
羅
列
す
る
道
行
文
や
、「
朝
夕
さ
、
呼
ば
れ
て
に
」（『
を
く
り
』）、

「
な
に
と
な
り
と
も
申
し
て
に
」（
同
）
の
よ
う
に
、
助
詞
の
「
て
」
に
間

投
詞
の
「
に
」
が
着
く
独
特
の
語
り
の
口
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、

あ
る
時
期
に
説
経
か
ら
本
地
語
り
が
消
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

漂
泊
芸
能
を
離
れ
劇
場
で
興
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
口
承

に
よ
っ
て
語
り
継
が
れ
演
じ
ら
れ
て
き
た
説
経
が
、
正
本
と
い
う
テ
ク
ス

ト
に
物
語
を
定
着
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、
大
き
な
変
化
が
起
こ
っ
た
。

説
経
の
冒
頭
部
で
述
べ
ら
れ
る
本
地
語
り
が
消
え
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
本

論
で
は
本
地
語
り
が
持
つ
意
味
と
消
滅
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
説
経
の
物

語
構
造
と
芸
態
の
変
質
か
ら
明
確
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

一　
本
地
語
り
と
土
地
の
神
々

初
期
説
経
の
特
徴
の
一
つ
に
、
物
語
冒
頭
に
本
地
語
り
と
呼
ば
れ
る
詞

章
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
説
経
に
お
け
る
本
地
と
は
神
仏
の
本
源
、
つ

ま
り
神
仏
に
な
る
以
前
の
姿
で
あ
る
人
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
部
分
で
あ
る
。

説
経
の
物
語
で
は
、
主
人
公
が
讒
言
や
呪
な
ど
に
よ
り
貴
種
の
家
を
流
離

し
艱
難
辛
苦
の
旅
を
行
う
。
そ
の
後
立
身
し
、
自
分
を
虐
待
し
陥
れ
た
者

た
ち
に
復
讐
を
遂
げ
、
死
し
て
後
に
は
神
仏
と
し
て
祀
ら
れ
る
。
こ
の
神

仏
に
な
る
ま
で
の
概
略
を
、
説
経
の
冒
頭
に
披
露
す
る
の
で
あ
る
。
本
地

語
り
に
は
一
定
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、
前
述
し
た
板
行
時
期
の
古
い
説
経

正
本
に
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

漂
泊
芸
能
者
で
あ
る
説
経
説
き
は
、
寺
社
の
境
内
の
外
れ
や
往
来
で
筵

を
敷
き
大
傘
を
広
げ
、
そ
の
下
で
簓
を
摺
り
な
が
ら
語
り
を
行
っ
た
。
ま

た
家
々
を
訪
い
門
付
け
も
し
た
。
往
来
で
行
わ
れ
て
い
た
時
期
の
説
経
は
、

語
り
の
始
め
に
本
地
語
り
を
披
露
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

本
地
語
り
の
持
つ
本
来
の
意
味
と
機
能
と
は
、
説
経
説
き
が
語
り
を
始

め
る
際
、
そ
の
土
地
や
家
を
守
護
す
る
力
に
対
し
て
行
う
鎮
め
と
誓
約
で

は
な
い
か
と
推
論
し
た
。
勿
論
、
本
地
語
り
は
説
経
の
物
語
を
開
始
す
る

際
の
、聴
衆
に
向
け
て
の
惹
句
と
も
考
え
ら
れ
る
。
主
人
公
の
出
自
や
「
こ

の
長
者
と
申
す
は
、
四
方
に
四
万
の
蔵
を
建
て
、
八
方
に
八
つ
の
蔵
、
何

に
つ
け
て
も
不
足
な
る
事
は
な
し
」（『
せ
つ
き
や
う
し
ん
と
く
丸
』）、「
松

ら
長
者
と
申
し
て
、
果
報
の
人
お
は
し
ま
す
」（『
ま
つ
ら
長
じ
や
』）、「
諸

事
の
哀
れ
を
と
ど
め
た
り
」（『
せ
つ
き
や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
』
明
暦
二
年
）

な
ど
、
栄
枯
盛
衰
を
取
り
混
ぜ
人
々
の
耳
目
を
そ
ば
だ
て
る
役
割
を
果
た

し
て
い
よ
う
。
し
か
し
本
地
語
り
と
は
、
聴
衆
に
向
け
て
だ
け
語
ら
れ
た

も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

説
経
説
き
は
様
々
な
土
地
を
渡
り
歩
く
。
他
所
か
ら
や
っ
て
来
た
説
経

説
き
は
当
地
で
語
る
際
、
そ
の
土
地
を
守
護
す
る
力
を
鎮
め
、
こ
の
場
を

借
り
て
芸
能
を
行
う
了
解
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
土
地
鎮
め
の

祭
祀
や
反
閇
は
、
現
在
で
も
奥
三
河
で
行
わ
れ
る
花
祭
な
ど
多
く
の
芸
能

に
見
ら
れ
、
ま
た
土
木
や
建
築
工
事
実
施
前
に
行
う
地
鎮
祭
も
同
様
の
意

味
が
あ
ろ
う
。

本
地
語
り
は
説
経
の
冒
頭
句
と
し
て
聴
衆
に
向
け
て
語
り
は
す
る
の
だ

が
、
本
来
は
土
地
の
精
霊
と
の
誓
約
的
な
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
折

口
信
夫
は
「
国
文
学
の
発
生
（
第
三
稿
）」
に
お
い
て
「
ま
れ
び
と
は
古
く

は
、
神
を
斥
す
語
で
あ
つ
て
、
と
こ
よ
か
ら
時
を
定
め
て
来
り
訪
ふ
）
7
（

」
と
、

ま
れ
び
と
論
を
展
開
す
る
。
ま
れ
び
と
は
海
の
彼
方
か
ら
来
訪
し
、
村
落

の
人
々
に
幸
福
を
与
え
る
「
霊
物
」
で
あ
り
、
そ
の
姿
は
蓑
・
笠
に
身
を

隠
す
。
ま
た
、
ま
れ
び
と
は
こ
と
ば
に
よ
る
呪
力
と
霊
を
鎮
め
る
身
体
性

を
持
つ
。

ま
れ
び
と
は
、
呪
言
を
以
て
ほ
か
ひ
を
す
る
と
共
に
、
土
地
の
精
霊

に
誓
言
を
迫
つ
た
。
更
に
家
屋
に
よ
つ
て
生
ず
る
禍
ひ
を
防
ぐ
為
に
、

稜
威
に
満
ち
た
力
足
を
踏
ん
だ
。
其
に
よ
つ
て
地
霊
を
抑
壓
し
よ　

う
と
し
た
の
だ）

8
（

。

ま
れ
び
と
の
こ
と
ば
の
力
は
土
着
の
神
々
を
従
わ
せ
、
強
い
身
体
性
で

大
地
を
踏
む
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
地
の
豊
饒
と
繁
栄
を
約
さ
せ
る
こ
と
を

折
口
は
述
べ
る
。
説
経
が
千
秋
万
歳
や
節
季
候
ほ
ど
季
節
性
が
あ
っ
た
か

は
定
か
で
な
い
。
し
か
し
寺
社
の
祭
礼
や
市
の
開
催
日
な
ど
に
合
わ
せ
、

定
期
的
に
遠
隔
地
か
ら
訪
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
、「
時
を
定
め
て
来
り
訪

ふ
」
ま
れ
び
と
の
姿
と
重
な
る
。

地
域
の
精
霊
観
と
し
て
土
地
神
（
地
主
神
・
屋
敷
神
な
ど
）
の
信
仰
が

あ
り
、
遠
祖
や
そ
の
土
地
を
開
拓
し
た
先
祖
を
祀
る
こ
と
で
土
地
の
守
護

や
豊
饒
を
期
待
す
る
。
さ
ら
に
敷
地
内
に
祀
り
、
屋
敷
神
と
し
て
一
族
の

繁
栄
・
守
護
を
願
う
場
合
も
多
い
）
9
（

。
説
経
説
き
が
語
り
を
行
う
祭
礼
の
場

や
往
来
の
片
隅
、
ま
た
訪
う
家
々
に
も
土
地
の
精
霊
の
守
護
す
る
力
が
及

ん
で
お
り
、
説
経
説
き
は
こ
と
ば
の
力
で
そ
れ
ら
と
折
り
合
い
を
つ
け
て

い
っ
た
。
そ
の
誓
約
の
文
言
が
本
地
語
り
で
あ
る
と
考
え
る
。

『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
下
に
「
復
草
木
咸
に
能
く
言
語
有
り
）
10
（

」
と
あ
る
。

天
孫
降
臨
す
る
以
前
の
日
本
の
国
土
に
は
、
古
い
精
霊
た
ち
が
住
ん
で
い

た
。
高
天
原
か
ら
降
臨
し
た
神
々
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
は
「
蠅さ
ば
聲へ
な
す
邪あ

し

き
神
」
で
あ
り
「
邪
し
き
鬼も
の

」
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
古
い
精
霊
た
ち
を
武

威
だ
け
で
は
な
く
こ
と
ば
を
以
っ
て
排
除
し
、
ま
た
従
わ
せ
て
ゆ
く
。
大

祓
の
祝
詞
に
「
荒
ぶ
る
神
等
を
ば
神
問
は
し
に
問
は
し
た
ま
ひ
、
神
は
ら

ひ
に
掃
ひ
た
ま
ひ
て
、
語こ
と

問
ひ
し
磐
根
樹
立
、
草
の
片
葉
を
も
語
止
め
て）

11
（

」

と
あ
る
よ
う
に
、
新
し
い
神
（
天
つ
神
）
は
古
い
神
（
国
つ
神
）
に
「
語
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問
う
」
と
い
う
物
語
る
力
に
よ
っ
て
誓
約
を
交
わ
し
、
古
い
精
霊
の
力
を

鎮
め
る
の
で
あ
る
。

説
経
の
本
地
語
り
も
同
様
に
、
土
地
の
精
霊
に
対
し
て
語
問
う
こ
と
で

折
り
合
い
を
つ
け
て
ゆ
く
。
本
地
語
り
で
は
、
ま
ず
こ
の
物
語
の
本
地
仏

が
ど
こ
の
国
（
在
所
）
の
も
の
で
あ
る
の
か
を
語
り
出
す
。
そ
こ
に
は
斎

わ
れ
る
神
仏
（
親
子
地
蔵
、
金
焼
地
蔵
、
弁
財
天
、
正
八
幡
な
ど
）
と
し

て
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
当
地
の
精
霊
よ
り
上
位
の
神
格
で
あ
る

こ
と
を
暗
に
物
語
る
。
次
に
神
仏
の
本
地
で
あ
る
人
の
出
自
は
、
松
浦
党

の
総
領
（『
せ
つ
き
や
う
か
る
か
や
』）
で
あ
っ
た
り
、
奥
州
日
の
本
将
軍

岩
城
判
官
（『
せ
つ
き
や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
』）、
信
吉
の
長
者
（『
せ
つ
き

や
う
し
ん
と
く
丸
』）
の
息
子
と
、
正
し
い
血
筋
で
富
貴
の
身
分
で
あ
っ
た

こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
。

土
地
の
精
霊
に
対
す
る
説
経
説
き
の
本
地
語
り
は
、
花
祭
で
行
わ
れ
る

鬼
と
太
夫
と
の
問
答
「
榊
引
き
」
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
花
祭
は
奥
三
河

一
帯
で
行
わ
れ
る
霜
月
神
楽
（
湯
立
て
神
楽
）
で
、
現
在
で
も
一
昼
夜
を

か
け
て
行
う
地
区
も
多
い
）
12
（

。
鎌
倉
時
代
に
修
験
者
が
伝
え
た
と
す
る
花
祭

で
は
様
々
な
次
第
が
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
中
の
一
つ
に
榊
引
き
が
あ
り
、

鬼
と
太
夫
が
対
面
し
こ
と
ば
の
応
酬
を
行
う
。
榊
を
持
つ
鬼）

13
（

は
自
分
が
ど

れ
だ
け
長
命
で
あ
る
か
年
齢
を
誇
示
す
る
。
し
か
し
太
夫
は
、
さ
ら
に
上

回
る
年
齢
を
言
い
覆
さ
れ
て
し
ま
う
。
鬼
は
人
（
太
夫
）
に
敗
北
し
榊
を

取
ら
れ
て
誓
約
を
締
結
す
る
の
で
あ
る
。
鬼
は
舞
庭
で
反
閇
（
花
祭
で
は

へ
ん
べ
と
呼
ぶ
）
を
踏
み
、
荒
ぶ
る
大
地
の
邪
な
霊
を
鎮
め
て
ゆ
く
。
こ

の
問
答
の
帰
結
に
つ
い
て
井
上
隆
弘
は
「
祭
を
さ
ま
た
げ
る
者
と
し
て
舞

処
に
登
場
し
た
鬼
は
、
問
答
を
と
お
し
て
、
祭
の
聖
性
の
前
に
屈
服
し
、

守
護
霊
へ
と
転
生
を
と
げ
る）

14
（

」
と
述
べ
る
。

花
祭
に
は
反
閇
や
山
割
り
な
ど
、
大
地
を
鎮
め
ま
た
活
性
化
さ
せ
る
呪

的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
織
り
込
ま
れ
、
そ
こ
で
重
要
な
役
目
を
成
す
鬼

は
一
種
の
土
地
の
精
霊
、
土
地
神
と
理
解
で
き
よ
う
。
花
祭
に
お
け
る
鬼

と
太
夫
の
問
答
と
同
様
の
こ
と
を
、
説
経
説
き
は
土
地
の
精
霊
と
の
間
で

行
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
様
々
な
国
を
漂
泊
し
な
が
ら
語
り
物
芸

を
行
う
説
経
に
と
っ
て
、
そ
の
土
地
と
の
関
係
性
は
重
要
事
で
あ
っ
た
。

説
経
は
土
地
の
力
を
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、
花
祭
の
太
夫
や
高
天
原
の

神
々
と
同
様
に
、
本
地
語
り
と
い
う
呪
的
な
問
答
を
通
し
て
誓
約
を
交
わ

し
、
土
着
の
精
霊
や
神
と
折
り
合
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

二　
本
地
語
り
の
構
造 

①

説
経
正
本
に
記
さ
れ
る
本
地
語
り
を
明
示
し
な
が
ら
検
討
を
行
い
た
い
。

本
地
語
り
は
神
の
本
源
で
あ
る
人
で
あ
っ
た
と
き
の
生
を
語
っ
て
い
る
。

説
経
の
冒
頭
で
本
地
仏
が
祀
ら
れ
る
国
名
や
地
名
が
述
べ
ら
れ
、
次
に
祀

ら
れ
た
本
地
仏
の
名
称
を
披
露
し
、
さ
ら
に
人
で
あ
っ
た
と
き
の
身
分
や

名
前
が
語
ら
れ
る
。
こ
の
三
つ
の
要
素
が
備
わ
っ
た
も
の
を
本
地
語
り
と

考
え
る
。

寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
板
行
の
『
せ
つ
き
や
う
か
る
か
や
』（
し
や
う

る
り
屋
喜
衛
門
板
）
は
上
中
下
の
三
段
）
15
（

で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
物
語
冒
頭

に
本
地
語
り
は
存
在
す
る
が
、
約
三
十
年
後
の
寛
文
年
間
（
一
六
六
一
―

七
三
）
初
年
頃
の
『
か
る
か
や
道
心
』（
江
戸
板
木
屋
彦
右
衛
門
板
）
で
は

な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）『
せ
つ
き
や
う
さ
ん

せ
う
太
夫
』（
さ
う
し
や
九
兵
衛
板
）
に
本
地
語
り
は
あ
る
が
、
後
の
寛
文

七
年
（
一
六
六
七
）『
さ
ん
せ
う
太
夫
』（
山
本
九
兵
衛
板
）
で
は
な
く
な

り
、
浄
瑠
璃
の
よ
う
に
六
段
構
成
に
な
る
。
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）『
山

庄
太
輔
』（
三
右
衛
門
板
）
に
も
本
地
語
り
は
な
い
。
同
一
テ
ー
マ
の
説
経

の
物
語
に
お
い
て
も
、
わ
ず
か
の
期
間
に
本
地
語
り
は
消
え
て
い
る
。

こ
こ
に
年
代
が
確
認
で
き
る
説
経
正
本
を
、
刊
行
年
の
古
い
順
に
十
編

の
冒
頭
部
分
を
抽
出
し
検
討
し
た
い
。
①
か
ら
⑨
ま
で
の
詞
章
は
横
山
重

編
『
説
経
正
本
集
』
第
一
・
第
二
・
第
三
を
参
照
に
適
宜
漢
字
を
付
し
て

い
る
が
、『
を
く
り
』
に
つ
い
て
は
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
が
所
蔵
す
る
絵

巻
「
を
く
り
」（
伝
岩
佐
又
兵
衛
）
の
詞
章
を
用
い
て
い
る
。
な
お
年
代
に

つ
い
て
は
先
学
の
研
究
な
ど
を
参
考
に
、
江
戸
初
期
と
し
た）

16
（

。

① 

『
せ
つ
き
や
う
か
る
か
や
』
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
太
夫
名
記
載

な
し
、
し
や
う
る
り
や
喜
衛
門
板　
三
段
（
上
中
下
）

　

 

た
ゝ
今
説
き
た
て
広
め
申
し
候
本
地
は
、
国
を
申
さ
ば
信
濃
の
国
、

善
光
寺
如
来
堂
の
弓
手
の
わ
き
に
、
親
子
地
蔵
菩
薩
と
、
い
わ
ゝ
れ

て
お
は
し
ま
す
御
本
地
を
、
あ
ら
〳
〵
説
き
た
て
広
め
申
す
に
、
由

来
を
詳
し
く
尋
ね
申
す
に
、
こ
れ
も
大
筑
紫
筑
前
の
国
、
松
浦
党
の

総
領
に
、
重
氏
殿
の
御
知
行
は
、
筑
後
筑
前
、
肥
後
肥
前
、
大
隅
薩

摩
、
六
か
国
が
御
知
行
で
、
御
所
を
さ
へ
、
四
季
を
学
う
で
お
建
て

あ
る
、

② 

『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
頃
、
天
下
一
説
経

与
七
郎
正
本
、
さ
う
し
や
長
兵
衛
板
カ　
冒
頭
部
が
欠
落
し
て
い
る

た
め
不
明
。
三
段
（
上
中
下
）
17
（

）

③ 

『
せ
つ
き
や
う
し
ん
と
く
丸
』
正
保
五
年
（
一
六
四
八
）
天
下
無
双

佐
渡
七
太
夫
正
本
、
二
条
通 

九
兵
衛
板　
三
段
（
上
中
下
）

　

 

た
ゝ
今
語
り
申
す
御
物
語
、
国
を
申
せ
ば
河
内
の
国
、
高
安
の
郡
、

信
吉
長
者
と
申
し
て
、
有
徳
人
の
ま
し
ま
す
が
、
此
長
者
と
申
す
は
、

四
方
に
四
万
の
蔵
を
建
て
、
八
方
に
八
つ
の
蔵
、
な
に
ゝ
つ
け
て
も

不
足
な
る
事
は
な
し
、

④ 

『
せ
つ
き
や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
』
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
天
下
一

説
経
佐
渡
七
太
夫
正
本
、
さ
う
し
や
九
兵
衛
板　
三
段
（
上
中
下
）

　

 

た
ゝ
今
語
り
申
す
御
物
語
、
国
を
申
さ
ば
、
丹
後
の
国
、
金
焼
地
蔵

の
御
本
地
を
、
あ
ら
〳
〵
説
き
た
て
広
め
申
す
に
、
こ
れ
も
一
た
び

は
人
間
に
て
お
は
し
ま
す
、
人
間
に
て
の
御
本
地
を
尋
ね
申
す
に
、

国
を
申
さ
ば
、
奥
州
、
日
の
本
の
将
軍
、
岩
城
の
判
官
、
正
氏
殿
に

て
、
諸
事
の
哀
れ
を
と
ど
め
た
り
、

⑤ 

『
熊
野
之
権
現
記
こ
す
い
て
ん
』
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
太
夫
正

本
と
の
み
記
載
、
さ
う
し
や
九
兵
衛
板　
六
段

　

 

さ
て
も
そ
の
ゝ
ち
、
そ
れ
天
地
ひ
ら
け
し
初
め
、
久
方
の
、
雲
井
を

日
の
本
の
、
東
岸
よ
り
西
岸
ま
で
は
一
千
五
百
里
、
北
海
よ
り
南
海

ま
で
は
七
百
余
里
、
み
な
是
神
明
し
ゆ
ご
く
に
た
り
、
就
中
、
紀
伊

の
国
牟
婁
の
郡
、
音
無
川
の
川
上
に
、
垂
迹
し
給
ふ
、
熊
野
三
社
権

現
の
由
来
を
、
詳
し
く
尋
ぬ
る
に
、
そ
の
中
天
竺
の
主
を
ば
、
せ
ん



233 232 『口承文芸研究』第 44号　2021年 3月

ざ
い
王
と
申
し
奉
る
、

⑥ 

『
あ
い
ご
の
若
』
万
治
四
年
（
一
六
六
一
）
太
夫
名
記
載
な
し
、
山

本
九
兵
衛
板　
六
段

　

 
そ
れ
つ
ら
〳
〵
お
も
ん
み
る
に
、
人
倫
の
法
儀
を
本
と
し
て
、
君
を

敬
ひ
民
を
哀
れ
み
、
ま
つ
り
事
内
に
は
五
戒
を
保
ち
、
こ
こ
に
人
皇

七
十
三
代
の
帝
を
ば
、
嵯
峨
の
天
皇
と
申
し
奉
る
、
其
此
花
の
都
、

二
条
蔵
人
前
の
左
大
臣
清
平
と
て
、
公
卿
一
人
お
は
し
ま
す
、

⑦ 

『
ま
つ
ら
長
じ
や）

18
（

』
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
太
夫
名
記
載
無
し
、

山
本
九
兵
衛
板　
六
段

　

 

た
ゝ
今
語
り
申
す
御
本
地
、
国
を
申
せ
ば
近
江
の
国
、
竹
生
島
の
、

弁
財
天
の
由
来
を
、
詳
し
く
尋
ね
申
す
に
、
是
も
一
た
び
は
凡
夫
に

て
お
は
し
ま
す
、
国
を
申
せ
ば
大
和
の
国
、
壺
阪
と
い
う
所
に
、
松

ら
長
者
と
申
し
て
、
果
報
の
人
お
は
し
ま
す
、

⑧ 

『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
太
夫
名
記
載
無
し
、

山
本
九
兵
衛
板　
六
段

　

 

そ
れ
親
子
兄
弟
の
わ
り
な
き
事
は
。
滄
海
よ
り
も
深
し
。
爰
に
奥
州

五
十
四
郡
の
主
を
ば
。
岩
城
の
判
官
正
氏
殿
と
ぞ
申
し
け
る
。
さ
る

間
正
氏
。
帝
の
御
勘
気
被
り
。
筑
紫
安
楽
寺
に
。
流
人
と
こ
そ
は
聞

こ
へ
け
る
。

⑨ 

『
ぼ
ん
天
こ
く
』（
原
刻
本
：
貞
享
二
年
・
一
六
八
五
カ
）
19
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）
太
夫
名
記

載
な
し
、
江
戸
通
油
町
山
形
屋　
六
段

　

 

去
程
に
、
お
よ
そ
父
母
の
孝
行
は
、
当
来
、
二
世
の
み
や
う
か
ん
た

り
、
三
界
ど
う
じ
の
釈
尊
も
因
位
の
昔
は
、
凡
夫
に
て
、
仏
果
を
求

め
ん
、
た
よ
り
も
な
し　
然
る
に
、
太
子
十
九
に
て
、
父
母
孝
養
の

御
為
に
、
御
出
家
な
ら
せ
給
ひ
て
、
つ
ゐ
に
は
一
乗
妙
典
の
、
悟
り

を
開
か
せ
給
ひ
て
、
三
界
ど
う
し
の
、
釈
迦
と
は
、
な
ら
せ
給
ひ
け

る
、
是
又
、
孝
行
の
徳
意
な
り
、
さ
て
、
本
朝
の
た
め
し
に
は
、
国

を
申
せ
ば
、
□た

□ん

□ご

の
国
な
り
あ
ひ
の
観
音
、
き
れ
と
の
文
殊
の
、

由
来
を
、
詳
し
く
尋
ぬ
る
に
、
是
も
一
度
は
、
凡
夫
に
て
お
は
し
ま

す
、
凡
夫
に
て
の
、
御
名
を
ば
、
五
条
の
中
将
高
則
と
申
し
奉
る
、

⑩ 

『
を
く
り
』（
江
戸
時
代
初
期
、
絵
巻
「
を
く
り
」
宮
内
庁
三
の
丸
尚

蔵
館
所
蔵　
十
五
巻）
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そ
も
〳
〵
こ
の
物
語
の
由
来
を
詳
し
く
尋
ぬ
る
に　
国
を
申
さ
ば
美

濃
の
国　
安
八
の
郡
墨
俣　
た
る
い
お
な
こ
と
の
神
体
は
正
八
幡
な

り　
荒
人
神
の
御
本
地
を
詳
し
く
説
き
た
て
広
め
申
に　
こ
れ
も
一

年
は
人
間
に
て
や
わ
た
ら
せ
た
ま
ふ　
凡
夫
に
て
の
御
本
地
を
詳
し

く
説
き
た
て
広
め
申
に　
そ
れ
都
に
一
の
大
臣　
二
の
大
臣　
三
に

相
模
の
左
大
臣　
四
位
に
少
将　
五
井
の
蔵
人　
七
な
む
滝
口　
八

条
殿　
一
条
殿
や
二
条
殿　
近
衛
関
白　
花
山
の
院　
三
十
六
人
の

公
卿　
殿
上
人
の
お
は
し
ま
す　
公
卿　
殿
上
人
の
そ
の
中
に　
二

条
の
大
納
言
と
は
某
な
り

・ 
本
地
語
り
一
覧
（
Ａ
：
本
地
仏
が
祀
ら
れ
る
国
名
・
地
名　
Ｂ
：
祀
ら
れ

た
本
地
仏
の
名
称　
Ｃ
：
人
で
あ
っ
た
と
き
の
身
分
・
名
前
）

①『
せ
つ
き
や
う
か
る
か
や
』
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
） 

三
段 

Ａ
・Ｂ
・
Ｃ

②『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
頃 

三
段 

冒
頭
欠

申
す
御
物
語
、
国
を
申
せ
ば
」
と
本
地
語
り
風
の
語
り
出
し
で
あ
る
が
、

「
国
を
申
せ
ば
」
に
対
応
す
る
の
は
本
地
仏
の
所
在
地
で
は
な
く
、
主
人
公

の
出
身
地
に
な
っ
て
い
る
。『
せ
つ
き
や
う
し
ん
と
く
丸
』
に
は
物
語
自
体

に
本
地
仏
の
登
場
が
な
く
、
代
わ
り
に
清
水
の
観
音
が
大
き
な
役
割
を
占

め
る
。

そ
の
後
の
⑤
『
熊
野
之
権
現
記
こ
す
い
て
ん
』（
万
治
元
年
・

一
六
五
八
）
や
⑥
『
あ
い
ご
の
若
』（
万
治
四
年
・
一
六
六
一
）
に
な
る
と
、

構
成
も
浄
瑠
璃
の
影
響
を
受
け
六
段
に
な
り
、
語
り
出
し
も
「
さ
て
も
そ

の
ゝ
ち
」、「
そ
れ
つ
ら
〳
〵
お
も
ん
み
る
に
」
と
浄
瑠
璃
風
に
な
る
。
と

こ
ろ
が
『
熊
野
之
権
現
記
こ
す
い
て
ん
』
で
は
、
こ
の
冒
頭
部
の
後
に
本

地
語
り
に
近
い
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
形
式
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。

同
じ
く
⑨
『
ぼ
ん
天
こ
く
』（
原
刻
本
貞
享
二
年
・
一
六
八
五
カ
）
も
、

冒
頭
は
釈
迦
出
家
の
経
緯
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
第
二
パ
ラ

グ
ラ
フ
に
本
地
語
り
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
二
編
に
は
本
地
語
り
に
付
随
す

る
「（
御
）
本
地
」
と
い
う
語
句
が
出
て
こ
ず
、
さ
ら
に
初
期
説
経
の
古
い

ス
タ
イ
ル
も
見
ら
れ
な
い
。
浄
瑠
璃
の
影
響
に
よ
り
冒
頭
部
で
の
本
地
語

り
は
後
退
し
た
も
の
の
、
消
滅
す
る
こ
と
な
く
記
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て

は
後
述
し
た
い
。
⑧
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』（
寛
文
七
年
・
一
六
六
七
）
に
も

本
地
語
り
の
形
式
は
な
い
が
、
Ｃ
は
語
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
『
熊
野
之
権
現
記
こ
す
い
て
ん
』
や
『
あ
い
ご
の
若
』
よ
り
年

代
が
新
し
い
⑦
『
ま
つ
ら
長
じ
や
』（
寛
文
元
年
・
一
六
六
一
）
に
は
初
期

説
経
の
特
徴
が
見
ら
れ
、
本
地
語
り
の
要
素
で
あ
る
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
が
備
わ
っ

て
い
る
。『
説
経
正
本
集
』
に
収
載
さ
れ
る
説
経
作
品
群
は
、
原
刻
も
あ
れ

③『
せ
つ
き
や
う
し
ん
と
く
丸
』
正
保
五
年
（
一
六
四
八
） 

三
段 

Ａ
・
Ｃ

④『
せ
つ
き
や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
』明
暦
二
年（
一
六
五
六
） 

三
段 

Ａ
・Ｂ
・
Ｃ

⑤ 『
熊
野
之
権
現
記
こ
す
い
て
ん
』万
治
元
年（
一
六
五
八
） 

六
段 

 

Ａ・Ｂ
・
Ｃ
が

後
方
へ
移
行

⑥ 『
あ
い
ご
の
若
』
万
治
四
年
（
一
六
六
一
） 

六
段 

 

Ｃ
が
後
方
へ

移
行

⑦『
ま
つ
ら
長
じ
や
』
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
） 

六
段 

Ａ
・Ｂ
・
Ｃ

⑧ 『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
） 

六
段 

 

Ｃ
が
後
方
へ

移
行

⑨ 『
ぼ
ん
天
こ
く
』（
原
刻
本
貞
享
二
年
・
一
六
八
五
カ
） 

六
段 

 

Ａ・Ｂ
・
Ｃ
が

後
方
へ
移
行

⑩『
を
く
り
』（
江
戸
時
代
初
期
、絵
巻
「
を
く
り
」
詞
章
） 

十
五
巻 

Ａ
・Ｂ
・
Ｃ

右
に
あ
げ
た
十
点
の
正
本
の
冒
頭
部
（
絵
巻
詞
章
を
含
む
）
と
、
こ
れ

を
一
覧
に
し
た
も
の
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
板
行
年
代
の
古
さ
と
本
地

語
り
の
有
無
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
ま
た
初
期
説
経
に
あ
る
独
特
の

語
り
口
な
ど
も
同
様
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
年
代
と
本
地
語
り
の
関
係
に

焦
点
を
絞
っ
て
述
べ
た
い
。

①
『
せ
つ
き
や
う
か
る
か
や
』（
寛
永
八
年
・
一
六
三
一
）
か
ら
④
『
せ

つ
き
や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
』（
明
暦
二
年
・
一
六
五
六
）
ま
で
、
物
語
は
上

中
下
の
三
段
に
区
分
さ
れ
て
お
り
、冒
頭
に
は
本
地
語
り
が
存
在
す
る
（
冒

頭
部
欠
落
の
②
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
を
除
く
）。
た
だ
し
③
『
せ
つ
き
や
う

し
ん
と
く
丸
』
は
、
初
期
説
経
の
特
徴
を
備
え
、
冒
頭
も
「
た
ゝ
今
語
り
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ば
復
刻
し
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
復
刻
板
は
忠
実
に
原
刻
を
な

ぞ
っ
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
板
行
年
が
比
較
的
新
し
く
て
も
本
地
語
り
が

存
在
し
、
初
期
説
経
に
見
ら
れ
る
過
剰
な
敬
語
表
現
な
ど
が
確
認
さ
れ
る

も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
地
語
り
の
構
造
を
検
討
し

て
ゆ
き
た
い
。

三　
本
地
語
り
の
構
造 
②

本
地
語
り
の
構
造
に
つ
い
て
①
『
せ
つ
き
や
う
か
る
か
や
』
を
例
に
と

る
と
、
Ａ
本
地
仏
が
祀
ら
れ
る
国
名
・
地
名
、
Ｂ
本
地
仏
の
名
称
、
Ｃ
人

で
あ
っ
た
と
き
の
出
生
地
や
身
分
・
名
前
。
主
に
こ
の
三
つ
の
披
露
を
本

地
語
り
で
は
行
う
。
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
形
が
揃
っ
た
も
の
に
、
①
『
せ
つ
き

や
う
か
る
か
や
』、
④
『
せ
つ
き
や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
』、
⑦
『
ま
つ
ら
長

じ
や
』、
⑩
『
を
く
り
』
が
あ
る
。

③
『
せ
つ
き
や
う
し
ん
と
く
丸
』
で
は
Ａ
の
国
名
は
述
べ
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
本
地
仏
の
所
在
地
で
は
な
く
主
人
公
の
出
身
地
で
あ
る
。
Ｂ

の
本
地
仏
に
関
す
る
記
述
は
な
く
、
Ｃ
（
身
分
・
名
前
）
に
つ
い
て
は
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
⑤
『
熊
野
之
権
現
記
こ
す
い
て
ん
』
及
び
⑨
『
ぼ
ん
天

こ
く
』
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
浄
瑠
璃
風
の
語
り
出
し
の
後
に
、
本
地
語

り
が
出
現
し
て
い
る
。
⑥
『
あ
い
ご
の
若
』
及
び
⑧
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』

（
寛
文
七
年
）
に
も
冒
頭
部
に
本
地
語
り
ら
し
き
も
の
は
な
い
が
、
Ｃ
（
身

分
・
名
前
）
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
る
。

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
が
そ
ろ
っ
た
①
『
せ
つ
き
や
う
か
る
か
や
』、
④
『
せ
つ
き

や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
』、
⑦
『
ま
つ
ら
長
じ
や
』、
⑩
『
を
く
り
』
で
は
、

本
地
仏
が
祀
ら
れ
る
国
名
（
Ａ
）
を
語
り
だ
す
と
き
に
「
国
を
申
さ
ば
（
申

せ
ば
）」
と
い
う
定
型
句
が
入
る
。
こ
れ
は
本
地
仏
が
祀
ら
れ
る
国
名
・
地

名
に
対
応
す
る
語
句
で
あ
る
が
、本
地
仏
名
（
Ｂ
）
が
な
い
も
の
に
は
入
っ

て
い
な
い
。
し
か
し
、
既
述
し
た
よ
う
に
③
『
せ
つ
き
や
う
し
ん
と
く
丸
』

に
も
「
国
を
申
せ
ば
」
の
語
句
が
入
る
が
、
こ
れ
は
出
身
地
に
対
応
し
た

も
の
で
本
地
仏
の
所
在
地
で
は
な
い
。

『
説
経
正
本
集
』
第
一
か
ら
第
三
に
収
載
さ
れ
て
い
る
六
十
六
編
）
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に
、
こ

の
語
句
が
入
っ
て
い
る
も
の
は
、
①
『
せ
つ
き
や
う
か
る
か
や
』、
③
『
せ

つ
き
や
う
し
ん
と
く
丸
』、
④
『
せ
つ
き
や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
』、
⑦
『
ま

つ
ら
長
じ
や
』、
⑩
『
を
く
り
』
及
び
室
町
末
期
と
さ
れ
る
絵
入
り
の
『
せ

つ
き
や
う
か
る
か
や）
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』
の
六
点
に
す
ぎ
な
い
。
本
地
語
り
が
な
い
も
の
に
、

定
型
句
「
国
を
申
さ
ば
（
申
せ
ば
）」
は
挿
入
さ
れ
て
お
ら
ず
、『
せ
つ
き

や
う
し
ん
と
く
丸
』
を
例
外
と
し
て
、
冒
頭
に
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
形
式
を
持

つ
説
経
に
し
か
こ
の
語
句
は
見
ら
れ
な
い
。
同
様
に
こ
れ
ら
に
は
「（
御
）

本
地
」
と
い
う
語
句
が
必
ず
備
わ
っ
て
い
る
。

風
俗
・
人
気
・
法
制
が
異
な
る
国
で
そ
の
地
の
力
と
折
り
合
う
た
め
に
、

支
配
す
る
精
霊
や
神
に
対
し
て
「
国
を
申
」
し
、
誓
約
す
る
と
い
う
呪
的

文
言
が
こ
の
本
地
語
り
で
あ
る
と
考
え
る
。

四　
劇
場
へ
の
進
出
と
正
本
の
登
場

本
地
語
り
の
有
無
は
、
正
本
の
板
行
年
と
は
一
致
し
な
い
。
前
述
し
た

よ
う
に
記
さ
れ
る
年
代
と
は
、
あ
く
ま
で
正
本
の
刊
行
年
で
あ
り
、
物
語

の
持
つ
固
有
の
古
さ
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
本
地
語
り
を
持
つ
物

語
が
初
期
説
経
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
推
定
か
ら

言
え
ば
、『
せ
つ
き
や
う
か
る
か
や
』、『
せ
つ
き
や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
』、

『
ま
つ
ら
長
じ
や
』、『
を
く
り
』、
ま
た
『
せ
つ
き
や
う
し
ん
と
く
丸
』
も

本
地
仏
名
は
な
い
が
古
体
を
残
し
た
正
本
で
あ
る
。『
ま
つ
ら
長
じ
や
』
に

つ
い
て
は
本
地
語
り
を
持
ち
な
が
ら
六
段
に
な
っ
て
お
り
、
説
経
の
物
語

と
し
て
の
発
生
は
古
い
が
、
人
形
操
り
と
共
に
劇
場
で
演
じ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
時
期
に
、
六
段
構
成
に
改
編
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

説
経
が
劇
場
に
進
出
し
た
時
期
を
、
室
木
弥
太
郎
は
寛
永
八
年

（
一
六
三
一
）
よ
り
少
し
前
と
す
る）
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。
寛
永
年
間
の
初
め
頃
、
説
経
は
漂
泊

を
し
な
が
ら
巷
で
演
じ
る
芸
能
か
ら
劇
場
で
行
う
芸
能
へ
と
変
貌
し
、
そ

の
時
い
く
つ
か
の
取
捨
を
し
た
。
そ
の
一
つ
が
説
経
の
象
徴
的
楽
器
で
あ

る
簓
で
あ
っ
た
。
図
像
資
料
か
ら
説
経
場
面
を
抽
出
す
る
際
、
簓
と
大
傘

の
所
持
は
指
標
で
あ
り
、
説
経
は
簓
と
大
傘
に
象
徴
さ
れ
る
と
も
言
え
る
。

永
禄
年
間
（
一
五
五
八
―

七
〇
）
に
琉
球
の
蛇
皮
線
が
輸
入
さ
れ
、
こ
れ

を
改
良
し
た
三
味
線
は
瞬
く
間
に
各
地
へ
と
流
行
し
た
。
大
坂
与
七
郎
が

人
形
操
り
と
結
び
つ
け
た
説
経
も
、
三
味
線
を
取
り
入
れ
劇
場
の
芸
能
と

な
っ
て
ゆ
く
。
体
鳴
楽
器
で
あ
る
簓
の
単
調
な
リ
ズ
ム
だ
け
で
は
、
人
形

操
り
と
結
び
つ
い
た
説
経
を
演
じ
る
に
は
役
不
足
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

三
味
線
は
多
様
な
音
階
と
微
妙
な
ミ
ュ
ー
ト
、
ま
た
撥
捌
き
に
よ
っ
て
語

り
と
同
じ
よ
う
な
抑
揚
だ
け
で
な
く
、
人
形
が
演
じ
る
情
感
の
襞
ま
で
も

表
現
で
き
る
。「
ジ
ャ
ッ
、
ジ
ャ
ッ
」
と
単
調
な
音
し
か
出
せ
な
い
簓
は
、

必
要
と
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
無
く
な
っ
た
も
の
に
大
傘
が
あ
る
。
説
経
が
往
来
で
演
じ
ら

れ
て
い
た
頃
、
説
経
説
き
は
筵
を
敷
き
大
傘
を
広
げ
、
そ
の
下
で
簓
を
摺

り
語
り
物
芸
を
行
っ
た
。
長
い
柄
を
持
つ
大
傘
は
説
経
を
語
る
際
の
日
除

け
・
雨
除
け
だ
け
で
な
く
、
開
催
を
周
知
す
る
目
印
で
あ
り
、
さ
ら
に
神

仏
を
招
来
す
る
依
代
的
な
意
味
合
い
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

古
来
よ
り
傘
は
雨
や
暑
熱
を
遮
る
機
能
の
ほ
か
、
貴
人
や
高
僧
に
差
し

掛
け
ら
れ
権
威
を
示
し
た
。
し
か
し
中
世
絵
巻
や
屏
風
図
に
は
、
傘
は
乞

食
や
ハ
ン
セ
ン
病
者
、
芸
能
者
、
遊
女
、
巫
女
な
ど
の
持
ち
物
と
し
て
も

描
か
れ
る
。
山
本
吉
左
右
は
「
村
落
共
同
体
に
属
す
る
者
を
庶
民
と
す
れ

ば
、
中
世
に
傘
を
使
用
し
た
の
は
村
落
共
同
体
を
越
え
た
人
び
と
、
貴
人
・

武
家
・
僧
・
制
外
者
た
ち
で
あ
っ
た）

24
（

」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
七
乞
食
に
数

え
ら
れ
た
説
経
は
制
外
者
の
記
号
と
し
て
の
傘
を
持
ち
、
そ
の
下
に
物
語

空
間
を
作
り
出
し
た
。

人
々
が
説
経
説
き
の
語
り
に
目
元
を
押
さ
え
て
い
る
図
像
が
あ
る
。
そ

の
し
ぐ
さ
に
は
悲
哀
の
物
語
に
感
涙
す
る
だ
け
で
な
く
、
大
傘
の
下
に
現

出
す
る
神
霊
の
気
配
に
慄
き
目
を
覆
っ
て
い
る
と
も
見
る
こ
と
が
出
来
な

い
だ
ろ
う
か
。
説
経
に
登
場
す
る
神
仏
は
人
々
を
加
護
す
る
だ
け
で
な
く
、

『
せ
つ
き
や
う
し
ん
と
く
丸
』
で
は
主
人
公
を
不
浄
の
身
体
に
し
、
ま
た
本

尊
を
嘲
弄
し
た
母
親
を
取
り
殺
し
も
す
る
（『
せ
つ
き
や
う
し
ん
と
く
丸
』

『
あ
い
ご
の
若
』）。
説
経
に
描
か
れ
る
神
仏
の
残
酷
性
と
は
、
中
世
の
人
々

が
実
際
に
抱
い
て
い
た
宗
教
観
が
表
出
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
心
霊
的
予
感
を
想
起
さ
せ
る
大
傘
も
、
簓
も
、
本
地
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語
り
も
劇
場
空
間
で
は
必
要
と
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
劇
場
の
建
つ
土
地
が

地
鎮
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
本
地
語
り
は
必
要
と
さ
れ
な
く
な
る
。

語
問
う
力
に
よ
っ
て
土
地
の
精
霊
や
神
を
鎮
め
る
誓
約
の
対
話
は
不
要
と

な
り
、
ま
た
大
傘
の
持
つ
目
印
と
し
て
の
機
能
や
、
依
代
と
し
て
の
存
在

も
屋
根
の
下
に
あ
る
劇
場
空
間
で
は
無
用
と
な
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

説
経
は
巷
で
の
語
り
か
ら
劇
場
で
演
じ
ら
れ
る
芸
能
と
な
り
、
ほ
ぼ
同

時
期
に
正
本
が
登
場
し
た
。
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
に
『
せ
つ
き
や
う

か
る
か
や
』
が
板
行
さ
れ
、
そ
の
後
も
続
々
と
正
本
は
板
行
さ
れ
て
ゆ
く
。

し
か
し
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
の
『
ま
つ
ら
長
じ
や
』
以
降
、
正
本
に

本
地
語
り
が
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。物
語
構
造
に
変
化
が
起
こ
っ

た
の
で
あ
る
。

『
せ
つ
き
や
う
か
る
か
や
』
以
前
に
も
正
本
が
存
在
し
た
可
能
性
は
あ
る

が
、『
説
経
正
本
集
』
第
一
か
ら
第
三
に
収
載
さ
れ
る
六
十
六
編
の
中
で
、

本
地
語
り
は
『
せ
つ
き
や
う
か
る
か
や
』
か
ら
『
ま
つ
ら
長
じ
や
』
ま
で

の
三
十
年
間
だ
け
正
本
に
記
さ
れ
た
詞
章
な
の
で
あ
る
。
本
地
語
り
が
存

在
す
る
説
経
に
は
、
劇
場
で
演
じ
ら
れ
る
以
前
の
漂
泊
芸
能
の
記
憶
と
古

い
形
式
が
残
る
。
そ
れ
が
「
国
を
申
せ
ば
」
で
始
ま
る
土
地
の
精
霊
と
の

対
話
の
詞
章
で
あ
り
、
初
期
説
経
の
特
徴
と
さ
れ
る
過
剰
な
敬
語
表
現
や

語
り
口
で
あ
る
。
こ
の
詞
章
と
ス
タ
イ
ル
は
三
十
年
間
、
数
編
の
正
本
に

保
た
れ
た
が
そ
の
後
は
消
滅
す
る
。

正
本
が
登
場
し
た
理
由
は
説
経
が
人
気
の
芸
能
と
な
り
、
劇
場
で
の
公

演
だ
け
で
な
く
読
み
物
と
し
て
の
需
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た

説
経
説
き
が
テ
ク
ス
ト
と
し
て
欲
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
説
経
が
劇

場
で
演
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
説
経
単
独
の
人
気
か
ら
で
は
な

い
。
そ
れ
ま
で
は
往
来
で
人
を
呼
び
寄
せ
、
ま
た
は
門
付
け
で
語
り
物
を

行
っ
て
い
た
漂
泊
芸
能
に
す
ぎ
な
い
説
経
が
、
大
坂
与
七
郎
と
い
う
卓
抜

し
た
技
量
と
ア
イ
デ
ア
を
持
つ
説
経
説
き
の
登
場
に
よ
り
、
人
形
操
り
と

結
び
つ
け
人
々
は
こ
の
芸
能
に
飛
び
つ
い
た
。

し
か
し
説
経
は
劇
場
の
芸
能
と
し
て
浄
瑠
璃
の
影
響
を
強
く
受
け
る
と）

25
（

、

正
本
か
ら
は
本
地
語
り
が
消
え
る
。
浄
瑠
璃
に
は
浄
瑠
璃
独
自
の
詞
章
や

ス
タ
イ
ル
が
あ
り
、
説
経
も
こ
れ
を
踏
襲
し
内
容
に
も
浄
瑠
璃
の
要
素
が

強
く
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
る
。

『
熊
野
之
権
現
記
こ
す
い
て
ん
』
や
『
ぼ
ん
天
こ
く
』
は
浄
瑠
璃
と
同
じ

六
段
構
成
に
な
り
、
冒
頭
の
語
り
出
し
や
内
容
も
浄
瑠
璃
風
に
な
り
な
が

ら
も
、
本
地
語
り
の
要
素
を
残
し
た
。
こ
の
二
編
は
説
経
本
来
の
姿
か
ら
、

浄
瑠
璃
風
に
移
行
す
る
端
境
期
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
も
し
く
は
、
い
ず
れ
の
正
本
に
も
太
夫
名
の
記
載
は
な
い
が
、
こ

れ
を
語
っ
た
太
夫
や
板
元
に
、
漂
泊
芸
能
で
あ
っ
た
頃
の
説
経
に
対
す
る

憧
憬
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
劇
場
と
い
う
呪
的
要
素
を
排
除
し
ク

リ
ー
ン
ア
ッ
プ
さ
れ
た
空
間
で
演
じ
ら
れ
る
芸
能
で
は
な
く
、
大
傘
の
下

に
異
界
の
扉
が
開
き
、
簓
の
音
と
共
に
何
者
か
が
や
っ
て
来
る
よ
う
な
、

往
来
で
演
じ
ら
れ
た
頃
の
説
経
を
懐
か
し
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。

口
承
に
よ
る
説
経
の
物
語
は
文
字
へ
と
固
定
さ
れ
、
説
経
説
き
の
み
な

ら
ず
庶
民
に
も
読
み
物
と
し
て
手
に
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
漂
泊
芸
能

者
で
あ
っ
た
説
経
説
き
は
、
訪
れ
た
土
地
の
精
霊
に
対
し
て
、
ま
ず
こ
と

ば
に
よ
り
折
り
合
い
鎮
め
、
そ
の
後
説
経
の
物
語
を
語
り
出
し
た
。
し
か

し
巷
か
ら
劇
場
へ
、
口
承
か
ら
文
字
へ
と
説
経
は
変
容
し
た
。
漂
泊
で
の

芸
能
を
終
え
た
と
き
、
説
経
は
「
語
問
う
」
と
い
う
土
地
の
精
霊
や
神
々

に
物
語
る
力
を
必
要
と
さ
れ
な
く
な
り
、
呪
的
要
素
と
し
て
存
在
し
た
本

地
語
り
は
、
説
経
の
物
語
構
造
か
ら
消
滅
し
た
の
で
あ
る
。

注（
1
） 

説
経
の
場
面
が
描
か
れ
る
図
像
資
料
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
説
経
説
き

の
身
体
―
図
像
資
料
か
ら
の
検
討
」『
昔
話
伝
説
研
究
』
三
十
七
号　

二
〇
一
八　
昔
話
伝
説
研
究
会　
一
五
七
―

一
八
三
頁
に
、
都
市
図
・

祭
礼
図
等
か
ら
十
九
点
を
見
出
し
詳
述
し
て
い
る
。

（
2
） 

説
経
の
語
り
手
は
、
説
経
語
り
、
説
経
師
、
説
経
の
者
、
太
夫
、
説
経

な
ど
と
呼
ば
れ
る
が
、
本
稿
で
は
「
説
経
説
き
」
と
し
た
。

（
3
） 

Ｊ
・
ロ
ド
リ
ゲ
ス
原
著
、
土
井
忠
生
訳
注
『
日
本
大
文
典
』
一
九
五
五　

三
省
堂　

八
〇
七
頁
。
島
正
三
編
『
ロ
ド
リ
ゲ
ス　

日
本
大
文
典
』

一
九
六
九　
文
化
書
房
博
文
社　
四
五
〇
頁

（
4
） 

前
掲
書
（
3
）
に
同
じ
。
第
三
巻
数
詞
「
第
七
の
数　

X
ichi

（
七
）

に
就
い
て
」
の
「X

ichicojiqui

（
七
乞
食
）」
の
項
目
に
、
猿
楽
、
田

楽
、
さ
さ
ら
説
経
、
青
屋
、
河
原
の
者
、
革
屋
、
鉢
こ
く
り
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
（
土
井
訳
注
『
日
本
大
文
典
』　
八
〇
六
頁
）。

（
5
） 

蘇
武
緑
郎
編
『
花
街
風
俗
叢
書　
諸
国
遊
里
風
俗
篇
（
上
）』
一
九
三
一　

大
鳳
閣
書
房　
六
六
頁

（
6
） 『
諸
国
遊
里
好
色
由
来
揃
』
に
「
も
と
は
門
ぜ
つ
き
や
う
と
て
、
伊
勢

乞
食
さ
ゝ
ら
す
り
て
、
い
ひ
さ
ま
よ
ひ
し
を
、
大
坂
與
七
郎
は
じ
め
て

あ
や
つ
り
に
し
た
り
し
よ
り
、
世
に
ひ
ろ
ま
り
て
も
て
あ
そ
び
ぬ
」
と

記
さ
れ
る
（
前
掲
書
（
5
）
に
同
じ
。
蘇
武
編
『
花
街
風
俗
叢
書　
諸

国
遊
里
風
俗
篇
（
上
）』
六
六
頁
）。
ま
た
『
色
道
大
鏡
』（
延
宝
六
年

〔
一
六
七
八
〕
成
立
）
に
も
「
説
経
の
操
り
は
、
大
坂
与
七
郎
と
い
ふ

者
よ
り
は
じ
ま
る
」
と
あ
る
（
新
版 

色
道
大
鏡
刊
行
会
編
『
新
版　
色

道
大
鏡
』
二
〇
〇
六　
八
木
書
店　
二
三
五
頁
）。

（
7
） 

折
口
信
夫
「
国
文
学
の
発
生
（
第
三
稿
）」『
折
口
信
夫
全
集
』
第
一
巻　

古
代
研
究
（
国
文
学
篇
）
一
九
七
五　
中
央
公
論
社　
五
頁

（
8
） 

前
掲
書
（
7
）
に
同
じ
。
折
口
「
国
文
学
の
発
生
（
第
三
稿
）」
三
八

頁

（
9
） 

佐
々
木
勝
『
屋
敷
神
の
世
界
―
民
俗
信
仰
と
祖
霊
―
』
一
九
八
三　

名
著
出
版
会

（
10
） 

坂
本
太
郎
他
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
六
七　

日
本
書
紀　

上
』

一
九
六
七　
岩
波
書
店　
一
三
四
頁

（
11
） 

前
掲
書
（
10
）
に
同
じ
。
坂
本
他
校
注
『
日
本
書
紀　
上
』「
補
注
」 

五
六
七
頁

（
12
） 

花
祭
は
愛
知
県
北
設
楽
郡
豊
根
村
、
東
栄
町
、
設
楽
町
で
行
わ
れ
、
他

に
豊
橋
市
（
奥
三
河
か
ら
の
移
住
に
よ
る
）、東
京
都
東
久
留
米
市
（
東

京
か
ら
東
栄
町
御
園
へ
の
山
村
留
学
に
よ
る
機
縁
）で
も
開
催
さ
れ
る
。

（
13
） 

花
祭
で
は
榊
鬼
と
い
う
最
高
位
の
鬼
が
行
う
。

（
14
） 

井
上
隆
弘
『
霜
月
神
楽
の
祝
祭
学
』
二
〇
〇
四　
岩
田
書
院　
一
八
二
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頁

（
15
） 

三
段
と
は
物
語
が
上
中
下
の
三
つ
に
別
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
六
段

の
場
合
は
一
か
ら
六
ま
で
の
区
切
り
が
あ
る
。

（
16
） 
絵
巻
「
を
く
り
」
の
詞
章
部
分
に
つ
い
て
は
、
同
作
を
描
い
た
の
が
岩

佐
又
兵
衛
（
一
五
七
八
―
一
六
五
〇
）
で
あ
れ
ば
、
江
戸
に
移
住
す
る

寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）
以
前
の
福
井
時
代
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。
岩
佐
又
兵
衛
は
摂
津
国
に
生
ま
れ
、
四
十
歳
の
頃
に
北
の
庄

（
現
福
井
市
）
に
移
る
。
こ
の
地
で
「
山
中
常
盤
物
語
絵
巻
」、「
浄
瑠

璃
物
語
絵
巻
」
な
ど
、
絵
巻
「
を
く
り
」
と
同
系
統
の
古
浄
瑠
璃
絵
巻

を
制
作
し
た
。

（
17
） 

上
は
冒
頭
三
丁
及
び
そ
の
他
の
箇
所
が
欠
け
、
中
・
下
も
後
半
部
が
欠

け
て
い
る
。

（
18
） 『
ま
つ
ら
長
じ
や
』
に
は
太
夫
名
未
詳
・
う
ろ
こ
か
た
や
孫
兵
衛
板
の

も
の
も
あ
り
、
本
地
語
り
に
近
い
も
の
が
備
わ
っ
て
い
る
が
、
寛
永
初

年
頃
の
板
行
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
が
不
確
定
な
た
め
省
い
て
い
る
。

（
19
） 

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
同
書
は
、
横
山
重
に
よ
れ

ば
貞
享
二
年
三
月
に
鱗
形
屋
で
刊
行
し
た
も
の
が
原
刻
本
で
、
そ
れ
を

元
禄
十
年
頃
に
挿
絵
を
省
い
て
油
町
山
形
屋
が
出
版
し
た
の
で
は
な
い

か
と
述
べ
る
。
最
終
部
刊
記
に
は
「
丑　
三
月
吉
日　
油
町　
山
形
屋

新
板
」
と
あ
り
、
丑
と
は
延
宝
元
年
葵
丑
、
貞
享
二
年
乙
丑
、
元
禄
十

年
丁
丑
の
い
ず
れ
か
で
あ
り
、
原
板
は
貞
享
二
年
乙
丑
の
可
能
性
を
指

摘
し
、
こ
れ
を
十
二
年
後
の
元
禄
十
年
丁
丑
に
刊
行
し
「
丑
」
の
文
字

を
残
し
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
（
横
山
重
編
『
説
経
正
本
集
』
第
三　

一
九
六
八　
角
川
書
店　
五
一
三
―

五
一
四
頁
）。

（
20
） 

信
多
純
一
・
阪
口
弘
之
校
注
『
古
浄
瑠
璃 

説
経
集
』
一
九
九
二　
岩
波

書
店　
一
六
〇
―

二
四
六
頁

（
21
）
横
山
重
編
『
説
経
正
本
集
』（
全
三
巻
）
に
は
、
四
十
六
編
の
正
本
を

掲
出
し
、
各
巻
そ
れ
ぞ
れ
に
「
附
録
」
と
し
て
、
絵
巻
や
奈
良
絵
本
の

詞
章
部
分
や
読
み
物
化
し
た
も
の
計
二
十
編
を
収
録
し
て
い
る
。

（
22
） 『
説
経
正
本
集
』
第
一
の
附
録
に
収
載
さ
れ
て
お
り
、「
附
録
解
題
」
に

よ
れ
ば
筆
写
年
代
は
室
町
時
代
末
期
と
推
定
し
、
操
り
芝
居
に
の
せ
る

以
前
の
古
い
本
文
の
形
を
継
承
し
た
写
本
と
述
べ
る
（
横
山
重
編
『
説

経
正
本
集
』
第
一　
四
〇
二
―
四
三
五
頁
）。

（
23
） 

室
木
弥
太
郎
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成　
説
経
集
』
一
九
七
七　
新

潮
社　
四
一
二
頁

（
24
） 

山
本
吉
左
右
「
説
経
節
│
説
経
と
傘
│
」『
国
文
学 

解
釈
と
鑑
賞
』
第

五
十
巻
六
号　
一
九
八
五　
至
文
堂　
七
三
頁

（
25
） 『
色
道
大
鏡
』
に
は
「
操
に
す
る
説
経
の
ふ
し
も
、
当
時
は
浄
る
り
に

ち
か
く
な
り
た
り
」
と
記
さ
れ
る
（
前
掲
書
（
6
）
に
同
じ
。
新
版 

色

道
大
鏡
刊
行
会
編
『
新
版　
色
道
大
鏡
』
二
三
五
頁
）。

 

（
な
い
と
う
・
ひ
さ
よ
し
／
神
奈
川
大
学
非
常
勤
講
師
）

◆ キーワード　アイヌ／小樽／青木純二／橋本尭尚／捜神記

「
創
作
ア
イ
ヌ
伝
説
」
の
作
成
過
程

　

 

―
「
シ
ト
ナ
イ
伝
説
」
の
事
例
―

日 

辻　
よ 
う 
子

は
じ
め
に

一
般
向
け
刊
行
物
な
ど
で
「
ア
イ
ヌ
の
伝
説
」
と
し
て
次
の
よ
う
な
話

が
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。「
年
に
一
度
、
生
贄
に
少
女
を
求
め
る
大
蛇

が
お
り
、
断
る
と
害
を
な
す
の
で
村
人
が
困
り
果
て
て
い
た
と
こ
ろ
、
あ

る
少
女
が
自
ら
生
贄
に
志
願
し
た
。
少
女
は
猟
犬
と
マ
キ
リ
（
ア
イ
ヌ
民

族
の
小
刀
）
で
大
蛇
を
退
治
し
た
」
と
い
っ
た
話
で
あ
る
。
こ
の
伝
説
は

執
筆
者
に
よ
っ
て
呼
称
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
橋
本
尭
尚
に
よ
る
小
説

で
主
人
公
に
「
シ
ト
ナ
イ
」
と
い
う
名
前
が
付
け
ら
れ
て
以
降
、
シ
ト
ナ

イ
と
い
う
少
女
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
て
現
在
に
至
る
の
で
、
本
稿
で

は
「
シ
ト
ナ
イ
伝
説
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

二
〇
一
八
年
七
月
十
八
日
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
用
ゲ
ー
ム
ア
プ
リ
『Fate/

G
rand O

rder

』
）
1
（

に
て
「
シ
ト
ナ
イ
伝
説
」
を
元
に
し
て
作
ら
れ
た
ゲ
ー
ム

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
シ
ト
ナ
イ
」
が
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
を
契
機
に
、

同
月
に
は
国
内
外
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ユ
ー
ザ
ー
達
か
ら
「
シ
ト
ナ
イ
伝

説
」
が
四
世
紀
の
中
国
の
干
宝
が
著
し
た
『
捜
神
記
』
と
似
て
い
る
と
指

摘
す
る
声
が
出
た
）
2
（

。

「
シ
ト
ナ
イ
伝
説
」
と
『
捜
神
記
』
の
類
似
を
指
摘
す
る
声
は
以
前
よ
り

あ
っ
た
。
脇
哲
『
新
北
海
道
伝
説
考
』
昭
和
五
十
九
年
（
一
九
八
四
）
は

「『
捜
神
記
』
の
一
篇
で
し
か
な
か
っ
た
。
直
訳
と
い
っ
て
も
よ
い）

3
（

」
と
述

べ
て
い
る
。
筆
者
も
「
シ
ト
ナ
イ
伝
説
」
が
ア
イ
ヌ
の
伝
承
と
見
て
よ
い

の
か
疑
問
に
思
っ
た
が
、
そ
の
出
自
や
生
成
過
程
は
不
明
で
あ
っ
た
。
今

回
調
査
し
た
結
果
、出
典
が
ほ
ぼ
確
認
で
き
た
。「
怪
し
げ
な
ア
イ
ヌ
伝
説
」

は
な
ぜ
存
在
す
る
の
か
、
そ
の
構
造
的
な
問
題
に
つ
い
て
報
告
し
た
い
。

一
． 

刊
行
物
か
ら
見
る
「
シ
ト
ナ
イ
伝
説
」

筆
者
が
調
べ
た
限
り
、「
シ
ト
ナ
イ
伝
説
」
が
ア
イ
ヌ
の
伝
説
と
し
て
採

用
さ
れ
た
例
は
、
最
も
古
い
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
青
木
純
二
『
ア

イ
ヌ
の
伝
説
と
其
情
話
』
か
ら
平
成
三
〇
年
（
二
〇
一
八
）『Fate/G

rand 


